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１ ガイドラインの一部改正について 

ガイドラインについて、別添１の新旧対照表のとおり一部改正を行い、改正

後の全文は別添２のとおりとすること。 

 

２ 改正の概要 

 （１）患者のフリーアクセスを確保することを前提に、紙媒体の電子処方箋引

換証の発行を不要としたこと。 

 

（２）「ASPサーバを用いた方式」の記載を見直し、「電子処方箋管理サービス」

を用いる表現としたこと。 

 

 （３）患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、行政を含む関係機関

により、あらかじめ患者が利用する地域における電子処方箋に対応した

薬局をホームページ等を通して提示しておくことが望ましいことを明記

したこと。なお、行政による公表の方法として、薬局機能情報提供制度の

活用が考えられるが、その取扱いについては今後示すこととする。 
 

（４）その他所要の改定を行うこと。 

 

 

 


